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　前回の募集期間終了後、申込みがなかった住戸

は、随時募集をしています。

　なお、次回の募集予定期間には、退去し空家と

なった住戸を公募します。

　詳しくは、町ホームページの住宅情報をご確認

いただくか、電話でお問合せください。

【募集予定期間】８月 20 日㈮～９月３日㈮
【申込・問合先】役場建築係（☎ 76-8024）

公
営

住
宅 町営住宅の入居者募集について

開
設

マイナンバーカード・パスポートの
休日夜間窓口

　平日の日中にお仕事や学校で役場に来ることが

難しい方のために、マイナンバーカードとパスポー

トの交付等窓口を休日及び夜間に開設します。

　日中お忙しい方は、この機会をご利用ください。

【日　時】

・７月 11 日㈰　 9 時～ 12 時

・７月 15 日㈭　17 時 15 分～ 19 時 30 分

※ 正面入口は閉鎖されています。東側入口よりお

入りください。

【場　所】役場１階　町民生活係

【受付内容】

①マイナンバーカードの受取

　※既に申請されていて、交付通知書が届いている方

②マイナンバーカードの電子証明書の更新

　※電子証明書の更新案内が届いている方

③パスポートの受取

【その他】

　それぞれ必要な書類が異なります。町ホーム

ページに必要書類などを掲載していますので、ご

確認ください。

　次回の「休日夜間窓口」は、８月８日㈰と 12

日㈭を予定しています。

【問合先】役場町民生活係（☎ 76-8012）

■国民年金保険料の免除制度

　国民年金には、経済的な理由などで保険料を納め

ることが困難な場合、申請をして承認されると、保

険料の納付が免除される申請免除制度があります。

　申請免除制度には、保険料の全額が免除される

全額免除と、保険料の一部を納付し、残りの保険

料が免除される一部納付があります。一部納付に

は、４分の１納付、半額納付、４分の３納付の３

種類があります。

　本人・配偶者・世帯主の前年の所得が一定額

以下の場合に、全額免除または一部納付が承認

されます。

　また、退職（失業）を理由とした特例免除制度

もあります。特例免除は、申請する年度または前

年度において退職（失業）の事実がある場合に対

象となり、失業された方の所得を除外して免除の

審査を行います。

■免除申請ができる期間

　申請時点から２年１か月前の月分まで申請がで

きます。

■失業などの特例免除の対象期間

　特例免除（災害・失業などを理由とした免除）

は、災害・失業などのあった月の前月から災害・

失業などがあった年の翌々年６月までの期間につ

いて、申請ができます。

【問合先】役場国保年金係（☎ 76-8013）

国民年金保険料の免除制度年
金

中
止 行事の中止について

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次の

行事の開催を中止します。

■夕やけ市（今年度すべて）

【問合先】夕やけ市実行委員会（☎ 88-2221）

■チャリティーサマーパーティー（８月）

【問合先】商工会青年部（☎ 88-2221）

■納涼盆踊り大会（８月）

【問合先】納涼盆踊り実行委員会（☎ 88-2221）

■ながぬまマオイ夢祭り（８月）

【問合先】ながぬまマオイ夢祭り実行委員会

（☎ 76-8019）　

■長沼町秋祭り（９月）

　9月15日に本殿祭は実施されますが、奉納山車、

御神輿渡御、子ども山車豊年船長沼丸巡回、演芸

は中止となります。

試
験 危険物取扱者・消防設備士試験

■危険物取扱者試験

【試験日】９月 19 日㈰
【試験地】札幌市ほか

【試験の種類】甲種、乙種（第１～６類）、丙種

【申請受付期間】

　書面申請 ８月 13 日㈮～ 20 日㈮
　電子申請 ８月 10 日㈫～ 17 日㈫
■消防設備士試験

【試験日】10 月 17 日㈰
【試験地】札幌市ほか

【試験の種類】

　甲種（第１～５類）、乙種（第１～７類）

【申請受付期間】

　書面申請 ８月 30 日㈪～ 9月６日㈪
　電子申請 ８月 27 日㈮～ 9月３日㈮
【申込・問合先】

　南空知消防組合長沼支署（☎ 88-2819）

※書面申請…願書により受験申請する場合

※電子申請…インターネットで申込む場合

更
新

劣化した街区表示板を
更新します

　住居表示を実施している区域（住所例：○○１

丁目１番１号）では、住所が分かりやすいまちづ

くりのために、区画の角地にあるお宅などに「街

区表示板」の貼り付けをお願いしています。

　街区表示板は時間が経つと劣化して文

字が見えにくくなりますので、住宅など

に貼り付けている街区表示板を今一度

確認し、文字が見えにくい場合は写真

を添えて、メール (seisakusuishinka@

ad.maoi-net.jp) または電話でご連絡を

お願いします。

　予算内での更新となりますので、多く

のご連絡をいただいた場合には、状況を確認し順

番に対応します。皆さんのご協力をお願いします。

【受付期間】７月１日㈭～７月 30 日㈮
【問合先】役場企画政策係（☎ 76-8015)

　令和３年度の「緑の募金（春の募金運動）」について、

各行政区、個人、団体などから 14 万 6,750 円が

集まりました。

　皆さんからの「緑の募金」は、（公社）北海道森と

緑の会からの交付金として地元に還元され、街路、

公共施設などの植樹や防風林の整備に利用される

ほか、緑化活動団体などを対象に助成する「緑の

募金公募事業」に募金の一部が利用されています。

【参　考】

（公社）北海道森と緑の会（https://h-green.or.jp）

【問合先】　役場農政係（☎ 76-8018）

ご協力ありがとうございました

の 募 金緑

ご
み 粗大ごみの収集を実施します

　「ごみの分け方・出し方のしおり」をご覧のうえ、

所定の場所に出してください。

【各区の収集日程】

■７月 26 日㈪
　錦町、錦町農試、あかね町、しらかば、西町区

■７月 27 日㈫
　本町、栄町、中央、銀座区

■７月 28 日㈬
　東町、宮下、旭町、曙町区

■７月 30 日㈮
　 北市、西長沼、南長沼、舞鶴、１・ 11・12・

16・18・30 区の非農家世帯及び農家地区

　パソコン及び家電リサイクル対象品目（テレビ・

エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機）

は、収集場所に出されていても収集しませんので

ご注意ください。

　また、粗大ごみ以外の一般収集ごみは、必ず指

定袋に入れ通常の収集日に出してください。

　きまりを守り、きれいな住みよいまちをつくる

ため、皆さんのご協力をお願いします。

【問合先】役場町民生活係（☎ 76-8012）

　　　　 南空知公衆衛生組合（☎ 88-3900）


